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1. 事案の概要 

本件は、原告 Artifex Software Inc.（以下「Artifex」という。）が、Ghostscriptと称するソ

フトを商用ライセンスと GNU General Public License（以下「GPL」という。）version 3との

デュアルライセンスで提供していたところ、被告 Hancom, Inc.（以下「Hancom」という。）

が Artifexから商用ライセンスを取得することなく、また GPLの条件（ソースコードの開示

等）に従うこともなく、これを無断で Hancom のソフトに組み込み頒布していたことから、

Artifexが Hancomに対し GPLの契約違反及び著作権侵害の訴訟を提起した事案である。 

当該訴訟において被告 Hancomは、GPLの契約違反との請求について、原告 Artifex はそ

の請求原因を十分に述べていないなどとして、米国連邦民事訴訟規則 12条(b)(6)に基づき訴

え却下の申立て（motion to dismiss）を行った。本決定はこの申立てに対する決定であり（本

案についての終局判決ではない。）、被告 Hancomの却下申立て（motion to dismiss）は認

められないとされたものである1。 

 

2. 背景および経緯 

(1) Ghostscriptの著作権 

 

・・・・・ 
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以 上 

                                                        
1 なお被告 Hancomは、本件決定が下された後、GPLライセンスの契約責任に基づく損害賠償請求につい

て、無償提供されるソフトウェアに係る損害は原告Artifexには生じていないこと、また仮に損害賠償が認

められるとしても、被告 Hancomが GPLを遵守せずに被告製品を頒布した時点(2008年 3月 10日)に GPL

ライセンスは自動終了することから、それ以降、GPLライセンスの契約責任に基づく損害賠償は認められ

ないと主張して、これらの争点に関する部分的サマリー・ジャッジメントの申立てを行った。しかし裁判

所は、2017年 9月 12日、同申立てを退ける判断を示している。 


